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答

弁

第

五

号 
   

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
蚕
糖
事
業
団
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
八
第
五
号 

 

昭
和
六
十
二
年
二
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
蚕
糖
事
業
団
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
蚕
糸
砂
糖
類
価
格
安
定
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
が
昭
和
六
十
二
年
一
月
に
行
つ
た
カ

ビ
害
が
発
生
し
た
生
糸
の
売
渡
し
に
つ
い
て
は
、
カ
ビ
害
の
発
生
し
た
生
糸
は
先
染
め
織
物
用
に
使
用
す
る
等

用
途
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
売
渡
し
に
係
る
当
該
生
糸
の
適
正
な
使
用
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
ね
ん
糸
を
製
造

し
こ
れ
を
先
染
め
織
物
業
者
に
販
売
す
る
実
績
を
有
す
る
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
ら
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
売
渡
し
は
、
繭
糸
価
格
安
定
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
過
去
に
は
同
様
の
方
法
に
よ
り
カ
ビ
害
が
発
生
し
た
生
糸
が
売
り
渡
さ
れ
た
例
は
な
い
。 

二
に
つ
い
て 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

当
該
生
糸
の
売
渡
し
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
二
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
附
則
第
三
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣

の
承
認
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

当
該
生
糸
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
売
渡
価
格
は
、
カ
ビ
害
の
程
度
に
よ
り
荷
口
ご
と
に
異
な
る
が
、
六
千

五
百
円
か
ら
八
千
五
百
円
程
度
で
あ
る
。 

当
該
生
糸
の
売
渡
し
は
、
原
則
と
し
て
十
俵
を
単
位
と
す
る
荷
口
で
行
わ
れ
て
お
り
、
カ
ビ
害
の
発
生
の
確

認
に
つ
い
て
も
当
該
荷
口
ご
と
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
カ
ビ
害
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
に
、
五
泉
そ
の
他
の
織
物

産
地
で
、
同
年
九
月
に
事
業
団
か
ら
生
糸
の
売
渡
し
を
受
け
た
者
に
よ
り
、
最
初
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

四 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

七
に
つ
い
て 

事
業
団
の
在
庫
生
糸
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
荷
口
ご
と
に
個
別
原
価
法
に
基
づ

き
算
定
し
、
そ
の
合
計
額
を
長
期
保
管
生
糸
期
末
棚
卸
高
と
し
て
、
決
算
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。 

当
該
生
糸
の
売
渡
予
定
価
格
は
、
事
業
団
が
、
学
識
経
験
者
及
び
生
糸
流
通
業
者
の
意
見
を
参
考
と
し
て
、

荷
口
ご
と
の
カ
ビ
害
の
程
度
に
応
じ
て
、
時
価
に
準
拠
し
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
当
該
売

渡
予
定
価
格
の
設
定
に
よ
り
、
事
業
団
に
損
害
を
与
え
た
事
実
は
な
い
。
な
お
、
一
般
論
と
し
て
、
事
業
団
の

職
員
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
事
業
団
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
事
業
団
の
内
規
に
よ
り
、
適
切
に
処
分

す
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

五 

 



九
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

公
正
取
引
委
員
会
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
、
日
本
器
械
製
糸
工
業
組
合
（
以
下
「
日
器
工
」
と
い
う
。
）
が

組
合
員
の
生
糸
の
生
産
数
量
及
び
出
荷
数
量
を
制
限
し
て
い
た
疑
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
日
器
工
に
対
し
、

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
八
条
に
違
反

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
警
告
を
行
つ
た
。
な
お
、
そ
の
際
、
公
正
取
引
委
員
会
は
日
器
工
に
対
し
不
況
カ 

事
業
団
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
に
対
処
す
る
た
め
、
生
糸
の
買
入
れ
に
際
し
て
は
、
売
主
に
対

し
て

瑕
疵

か

し

担
保
責
任
を
課
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

事
業
団
は
、
法
に
基
づ
き
、
繭
及
び
生
糸
の
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
、
生
糸
の
買
入
れ
、
売
渡
し
等
の
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
買
入
れ
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
一
時
的
に
在
庫
が
増
加
す
る
こ
と

に
な
る
。 

六 

 



 

七 

ル
テ
ル
の
申
請
を
勧
め
た
事
実
は
な
い
。
ま
た
、
農
林
水
産
省
と
し
て
は
繭
生
産
の
現
状
等
に
か
ん
が
み
生
糸

生
産
上
の
対
策
が
必
要
な
事
態
に
立
ち
至
つ
て
い
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

十
に
つ
い
て 

一
般
論
と
し
て
、
製
糸
会
社
及
び
そ
の
団
体
が
商
品
市
場
に
お
い
て
生
糸
の
買
入
れ
を
行
う
こ
と
自
体
が
商

品
取
引
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
違
反
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。 

十
一
に
つ
い
て 

日
器
工
は
、
生
糸
価
格
が
低
落
し
た
昭
和
六
十
一
年
九
月
以
来
、
安
定
基
準
価
格
（
昭
和
六
十
一
生
糸
年
度

に
お
い
て
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
一
万
二
千
円
。
）
を
維
持
す
る
た
め
の
糸
価
対
策
を
行
つ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
昭
和
六
十
二
年
一
月
に
お
い
て
も
、
従
来
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
農
林
水
産
省
と
の
話
合
い
の
結
果
、

安
定
基
準
価
格
の
維
持
の
た
め
、
従
来
ど
お
り
の
糸
価
対
策
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




